
 

 

大 家 の 味 方 （ 家 賃 補 償 保 険 ）  

 

普 通 保 険 約 款 ・ 特 約 条 項



用語の定義 

家賃補償保険普通保険約款（以下「普通保険約款」といいます。）
およびこれに付帯する特約に共通する用語の定義は、下表のとお

りです。ただし、別途定義のあるときはそれを優先します。 

用語 定義 

保険の対象 日本国内に所在する保険契約証、保険証券または
保険契約更新証記載の住宅をいいます。 

約定家賃額 約定家賃額は、建物の 1 カ月当たりの賃貸料を
もとに当該金額を超えない範囲で定めるものと
し、区分して賃貸される建物の場合には、それぞ
れの戸室ごとに定めます。なお、建物の賃貸料に
は、次に掲げる使用料金、一時金および賄料を含
めず、また賃借人のいない戸室については、それ
が一時的と認められる限りにおいて、その賃貸料
を含めます。 
① 水道、ガス、電気、電話等の使用料金 
② 権利金、礼金、敷金その他の一時金 
③ 賄料 

推定復旧期間 構造の改良または規模の拡張を行ったときに、保
険の対象を羅災直前の状態に復旧するために通
常要すると認められる期間をいいます。 

復旧期間 保険の対象が損害を受けた時からそれを遅滞な
く復旧した時またはそれに代わる他の建物を再
取得したときまでに要した期間をいいます。ただ
し、構造の改良または規模の拡張を伴った場合に
は、推定復旧期間を超えないものとします。また、
損害を受けた保険の目的の復旧または再取得を
しない場合で、法令による規制その他やむを得な
い事情があると認められるときは、推定復旧期間
をもって復旧期間とみなします。 

約定復旧期間 復旧期間を基準として、当事者が約定した期間
（２～６ヵ月）をいいます。 

保険価額 約定家賃額に約定復旧期間月数を乗じた額とし
ます。 

保険始期日 保険申込月の翌々月１日とします。 

破裂もしくは
爆発 

気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊または
その現象をいいます。 

風災 台風、せん風、暴風、暴風雨等の災害をいい、洪
水、高潮等を除きます。 

ひょう災 ひょう（積乱雲から降る大粒の氷）によって生じ
た事故をいいます。 

雪災 豪雪、なだれ等の災害をいい、融雪こう水を除き
ます。 

水災 台風、暴風雨、豪雨等によるこう水、融雪こう水・
高潮・土砂崩れ等をいいます。 

給排水設備 給水・排水のための配管、器具その他の装置をい
い、スプリンクラー設備・装置を含みます。 

汚損 建物が予定または意図されない事由により汚れ
ることに伴い、その客観的な経済的価値が減少す
ることをいいます。 

被保険者 保険の補償を受けることができる者をいいます。 

暴動 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国
または一部の地区において著しく平穏が害され、
治安維持上重大な事態と認められる状態をいい
ます。 

他の保険契約
等 

この保険契約と全部または一部について支払責
任が同一である他の保険契約または共済契約を
いいます。また、名称が何であるかによりません。 

保険契約申込
書等 

保険契約の締結のために必要なものとして、保険
契約申込書その他の当会社の定める書類（*）を
いいます。 

告知事項 危険（損害の発生の可能性をいいます。）に関す
る重要な事項のうち、保険契約の締結の際、保険
契約申込書等の記載事項とすることによって、当
社が告知を求めたもの（他の保険契約等に関する
事実を含みます。）をいいます。 

書面等 書面または当会社の定める通信方法をいいます。 

初回保険料 保険契約の締結の後、最初に払い込まれる保険料

をいいます。 

敷地内 囲いの有無を問わず、保険の対象の所在となる場
所およびこれに連続した土地で、同一の保険契約
者または被保険者によって占有されているもの
をいいます。また、公道、河川等が介在していて
も敷地内は中断されることなく、これを連続した
土地をいいます。 

無効 保険契約の全部または一部の効力が、当初から生
じないことをいいます。 

失効 保険契約の全部または一部の効力が、保険期間開
始後の一定の時点以降失われることをいいます。
ただし、保険契約が解除されることにより保険契
約の全部または一部の効力が失われるときを除
きます。 

未経過期間 保険期間中の特定の日の翌日から保険期間の末
日までの期間のことをいいます。 

既経過期間 保険期間の初日からその日を含めて保険期間中
の特定の日までの、既に経過した期間のことをい
います。 

追加保険料 契約内容変更時等に当会社が追加して請求する
保険料をいいます。 

（*）電子媒体によるものを含みます。 
 

第１章 家賃補償条項 

第１条 （この条項の補償内容） 

当会社は、保険の対象が偶然な事故によって下表の損害を
受け、その結果生じた家賃の損失に対して、この条項に従
い、第３条（被保険者）に規定する被保険者に損害保険金

を支払います。 

 損害の種類 損害の説明 

①  火災、落雷または
破裂もしくは爆
発による損害 

火災、落雷または破裂もしくは爆発
によって保険の対象について生じ
た損害。 

②  風災、ひょう災ま
たは雪災による
損害 

台風、せん風、暴風、暴風雨等の等
の風災、ひょう災または豪雪、雪崩
等の雪災によって保険の対象につ
いて生じた損害。 

③  水災による損害 台風、暴風雨、豪雨等による洪水、
融雪洪水、高潮、土砂崩れ等の水災
によって保険の対象について生じ
た損害。 

④  給排水設備事故
の水漏れ等によ
る損害 

給排水設備に生じた事故または被
保険者以外の者が占有する戸室で
生じた事故に伴う漏水、放水または
溢水による水漏れ、水圧等によって
保険の対象について生じた損害。 
ただし、次の事由による損害を除き
ます。 
(ア) 風災、ひょう災または雪災 
(イ) 水災 

⑤  建物の外部から
の物体の衝突等 

建物の外部からの物体の落下、飛
来、衝突、接触または倒壊によって
保険の対象について生じた損害。 
ただし、次の事由による損害を除き
ます。 
(ア) 雨、雪、あられ、砂じん、粉じ

ん、ばい煙その他これらに類す
るものの落下または飛来による
事故 

(イ) 土砂崩れによる事故 
(ウ) 風災、ひょう災または雪災 
(エ) 水災 

⑥  騒じょう等 騒じょうおよびこれに類似の集団
行動（*）によって保険の対象につ
いて生じた損害。 

⑦  保険の対象にお
ける居住者の死
亡 

次の事由による事故において戸室
の改装を余儀なくされた場合にお
いて生じる損害 
（ア）保険の対象の戸室内で居住者

が自殺し死亡すること。 



（イ）保険の対象の戸室内で居住者
が死亡し、後日第三者により
発見され、その死亡が発覚す
ること。 

（ウ）保険の対象の戸室内で居住者
が犯罪被害に遭い、その被害
の結果として死亡すること。 

（*）騒じょうおよびこれに類似の集団行動とは、群衆また
は多数の者の集団の行動によって数世帯以上またはこ
れに準ずる規模にわたり平穏が害される状態または被

害が生じる状態であって、暴動に至らないものをいい
ます。 

 

第２条 （保険金の合計支払限度額） 
この保険契約の普通保険約款の規定に基づき、当会社から
一の被保険者に対して支払うべき保険金の総額が 1 回の事

故につき 1,000 万円を超えるときは、当会社は合計して
1,000 万円を限度として保険金を支払います。 

 

第３条 （被保険者） 
この普通保険約款において、被保険者とは、家賃の損失を
被る者で、保険証券または保険契約更新証に記載された者

をいいます。 
 
第４条 （保険金をお支払いしないとき） 

当会社は、下表のいずれかに該当する事由によって生じた
損害については、保険金を支払いません。 

①  次のいずれかに該当する者の故意もしくは重大な過失
または法令違反 
(ア) 保険契約者（*1） 
(イ) 被保険者（*1） 
(ウ) （ア）または（イ）の代理人（*1） 

②  保険契約者または被保険者が所有しまたは運転する車
両またはその積載物の衝突または接触 

③  戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装
反乱その他これらに類似の事変または暴動 

④  地震もしくは噴火またはこれらによる津波 

⑤  次のいずれかに該当する事由 
(ア) 核燃料物質（*2）もしくは核燃料物質によって

汚染された物（*3）の放射性、爆発性その他有
害な特性の作用またはこれらの特性に起因する
事故 

(イ) （ア）以外の放射線照射または放射能汚染 

⑥  次のいずれかに該当する事由 
(ア) ③から⑤までの事由によって発生した事故の延

焼および拡大 
(イ) 発生原因が何であるかにかかわらず、第１条（こ

の条項の補償内容）に規定する事故の③から⑤
の事由による延焼または拡大 

(ウ) ③から⑤までの事由に伴う秩序の混乱 

（*1）その者が法人であるときは、その理事、取締役または法人

の業務を執行するその他の機関をいいます。 
（*2）核燃料物質には使用済燃料を含みます。 
（*3）核燃料物質によって汚染された物には、原子核分裂生成物

を含みます。 
 
第５条 （支払保険金の計算） 

(１) 第１条（この条項の補償内容）の損害保険金として当会社が
支払うべき損失の額（以下、「損失の額」といいます。）は、
復旧を要する建物または戸室の約定家賃額（損害が生じたと

きの賃貸料が約定家賃額を下回っている場合には、当該賃貸
料）に復旧期間を乗じて算出します。ただし、復旧期間は約
定復旧期間を限度とします。 

(２) 保険金額が保険価額と同額であるときまたはこれを超える
ときは、当会社は、保険価額を限度とし、家賃について復旧
期間内に生じた損失の額を保険金として、支払います。 

(３) 保険金額が保険価額よりも低いときは、当会社は、次の算式
によって算出した額を保険金として、支払います。 
 

 

家賃について復旧期間
内に生じた損失の額 

× 
保険証券記載 
の保険金額 

保険価額 

＝保険金の額 

(４) 保険金額を全額支払った場合においても、保険金額は減額し
ません。 

 
第６条 （他の保険契約がある場合の保険金の支払額） 
(１) この普通保険約款の規定によって支払われる損害に対して

保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、そ
れぞれの保険契約について他の保険契約等がないものとし
て算出した支払責任額の合計額が第 5 条（1）に規定する損

失の額をこえるときは、当会社は、下表に定める金額を保険
金として支払います。 

①  他の保険契約等から保険金
が支払われていない場合 

この保険契約の支払責任額 

②  他の保険契約等から保険
金が支払われた場合 

損失の額から、他の保険契約
等から支払われた保険金の
合計額を差し引いた残額。た
だし、この保険契約の支払責
任額を限度とします。 

(２) それぞれの保険契約に免責金額の適用がある場合には、その

うちもっとも低い免責金額を差し引いた額を損害の額とし
ます。 

 

第７条 （想定外の事象発生による保険金の削減払） 
想定外の事象が発生し、その事象によって支払うべき保険
金の額が財務上特に著しい影響を及ぼすと当会社が認めた

ときには、当会社の定めるところにより、保険金を削減し
て支払うことがあります。 

 

 

第２章 基本条項 

第１節 契約手続および保険契約者等の義務 

第１条 （告知義務） 
保険契約締結の際、保険契約者または被保険者になる者は、

保険契約申込書等の記載事項のうち、下表の告知事項につ
いて、事実を当会社の定める方法により正確に告知し、そ
の他の事項について、当会社の定める方法により正確に記

載しなければなりません。 

① 保険の対象の所在地 

② 申込人の氏名または名称 

③ 被保険者の氏名または名称 

④ 保険の対象の約定復旧期間 

⑤ 保険の対象の戸室ごとの月額家賃および約定家賃額 

⑥ 現存する他の保険契約で、この保険契約と同一の保険
事故を補償する他の保険契約等 

 

第２条 （通知義務） 
(１) 保険契約締結後、下表のいずれかに該当する事実が発生した

ときは、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、そのこと

を当会社に通知しなければなりません。ただし、保険契約者
または被保険者が当会社に通知する前に、その事実がなくな
ったときは、当会社に通知する必要はありません。 

①  保険の対象の全部を譲渡すること 

②  保険の対象の構造を変更すること 

③  保険の対象の全部を他の場所に移転すること 

④  ①から③のほか、告知事項（*1）の内容に変更を生じ
させる事実（*2）が発生すること 

（*1）他の保険契約等に関する事実を除きます。 
（*2）告知事項（*1）のうち、保険契約の締結の際に当会

社が交付する書類等においてこの条の適用がある事

項として定めたものに関する事実に限ります。 
(２) 当会社は、（１）の通知を受けたときには、保険契約者また

は被保険者に対して、その通知の内容を書面に記載して提出

することを求めることができます。 



第３条 （保険契約者の住所変更） 
(１) 保険契約者が保険証券または保険契約更新証記載の住所ま

たは通知先を変更したときは、保険契約者は、遅滞なく、そ
の旨を当会社に書面等によって通知しなければなりません。 

(２) 保険契約者が（１）の規定による通知をしなかった場合にお

いて、当会社が保険契約者の住所または通知先を確認できな
かったときは、当会社の知った最後の住所または通知先に発
した通知は、通常到達するために要する期間を経過した時に

保険契約者に到達したものとみなします。ただし、保険契約
の取消または解除を通知する場合には、この規定は適用しま
せん。 

 
第４条 （保険金支払後の保険金額） 

当会社が保険金をお支払いした場合においても、この保険

契約の保険金額は、減額することはありません。 
 
第５条 （保険金額の調整） 

(１) 保険契約締結の際、保険金額が保険の対象の価額を超過した
ことについて、保険契約者および被保険者が善意で、かつ、
重大な過失がなかった場合には、保険契約者は、当会社にそ

のことを通知し、その超過していた部分について、この保険
契約を取消すことができます。 

(２) 保険契約締結の後、保険の対象の賃貸料が著しく減少した場

合は、保険契約者は、当会社にそのことを通知し、将来に向
かって、保険金額について減額を請求することを求めること
ができます。 

(３) 当会社は、（１）または（２）の通知を受けた場合には、保
険契約者に対して、その通知の内容を書面に記載して提出す
ることを求めることができます。 

 
 

第２節 保険料の払込み 

第１条 （保険料の払込方法等） 

保険契約者は、この保険契約に対する保険料を、この保険
契約締結の際に定めた金額に従い、①から③までの払込期
日までに払い込まなければなりません。 

払込方法 払込期日 

① 代理店へ直接払込方式 この保険契約の始期日まで 

② 送金払込方式 この保険契約の始期日まで 

③ 料金収納代行サービス方式 この保険契約の始期日まで 

 
 

第３節 事故発生時等の手続 

第１条 （事故発生時または損害発生時の義務） 

保険契約者または被保険者は、事故または損害が発生した
ことを知った場合は、下表の右欄のことを履行しなければ
なりません。 

① 損害の発生およ
び拡大の防止 

損害の発生および拡大の防止に努め
ること。 

② 事故発生の通知 事故発生の日時、場所および事故の
概要を直ちに当会社に通知するこ
と。 

③ 事故内容の通知 次の事項を遅滞なく、当会社に書面
等により通知すること。 
（ア）事故の状況 
（イ）事故の発生の日時、場所また

は事故の状況について証人と
なる者がある場合は、その者
の住所および氏名または名称 

（ウ）損害の請求を受けた場合は、
その内容 

④ 他の保険契約等
の通知 

他の保険契約等の有無および内容
（*1）について、遅滞なく、当会社
に通知すること。 

⑤ 訴訟の通知 損害賠償の請求（*2）についての訴
訟を提起し、または提起された場合
には、遅滞なく当会社に通知するこ

と。 

⑥ 請求権の保全等 他人に損害賠償の請求（*2）をする
ことができる場合には、その権利の
保全または行使に必要な手続をする
こと。 

⑦ 修理着工の事前
承認 

保険の対象を修理する場合には、あ
らかじめ当会社の承認を得ること。
ただし、必要な応急の仮手当を行う
場合を除きます。 

⑧ 調査の協力等 ①から⑦までのほか、当会社が特に
必要とする書類または証拠となるも
のを求めた場合には、遅滞なく、こ
れを提出し、また当会社が行う損害
の調査に協力すること（*3）。 

（*1）既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払
を受けた場合は、その事実を含みます。 

（*2）損害賠償の請求には、共同不法行為の場合における
連帯債務者相互間の求償を含みます。 

（*3）保険の対象について損害が生じた場合、当会社が、

事故が生じた建物もしくは敷地内を調査することに
協力することを含みます。 

 

第２条 （事故発生時または損害発生時の義務違反） 
(１) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなくて第１条

（事故発生時または損害発生時の義務）の表の規定に違反し

た場合は、当会社は、下表の左欄の規定に対応する下表の右
欄の額を差し引いて保険金を支払います。 

①第１条の表の① 損害の発生または拡大を防止できたと
認められる損害の額 

②第１条の表の②
から⑤までまたは
同表の⑦と⑧ 

第１条の表の②から⑤までまたは同表
の⑦と⑧の規定に違反したことによっ
て当会社が被った損害の額 

③第１条の表の⑥ 他人に損害賠償の請求（*1）をするこ
とによって取得することができたと認
められる額 

（*1）損害賠償の請求には、共同不法行為等の場合におけ
る連帯債務者相互間の求償を含みます。 

(２) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなくて第１条
（事故発生時または損害発生時の義務）の表の③もしくは同
表の⑧に関する書類に事実と異なる記載をし、またはその書

類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合には、当会社
は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険
金を支払います。 

 
 

第４節 保険金請求手続 

第１条 （保険金の請求） 

(１) 当会社に対する保険金請求権は、損害が発生した時から発生
し、これを行使することができるものとします。 

(２) 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の①から⑤ま

での書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に
提出しなければなりません。 
① 保険金の請求書 

② 被保険者が死亡した場合は、被保険者の除籍および被保
険者のすべての法定相続人を確認できる戸籍謄本 

③ 第４条（指定代理請求人）に規定する被保険者の代理人

として保険金を請求する場合は、保険金を請求する者が
第４条（指定代理請求人）（１）の表に規定する者であ
ることを証明する書類 

④ ①から③までのほか、下表の書類または証拠 

(ア)  所轄消防署が発行する証明書またはこれに代わ
るべき書類 

(イ)  保険金請求権に質権または譲渡担保権が設定さ
れている場合において、被保険者に保険金を支払
うときは、質権者または譲渡担保権者からの保険
金支払指図書 

⑤ ①から④までのほか、当会社が第２条（保険金の支払）

（１）に規定する確認を行うために欠くことのできない



書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交
付する書面等において定めたもの 

(３) 当会社は、事故の内容または損害等に応じ、保険契約者また
は被保険者に対して、（２）で規定するもの以外の書類もし
くは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求める

ことがあります。この場合には、当会社が求めた書類または
証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。 

(４) 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなくて（３）の

規定に違反した場合または（２）もしくは（３）に関する書
類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠
を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって

当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。 
 
第２条 （保険金の支払） 

(１) 当会社は、請求完了日（*1）からその日を含めて３０日以
内に、当会社が保険金を支払うために必要な下表の事項の確
認を終え、保険金を支払います。 

① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項とし
て、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無お
よび被保険者に該当する事実 

② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項
として、保険金が支払われない事由としてこの保険契
約において規定する事由に該当する事実の有無 

③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、約
定家賃額、復旧期間および事故と損害との関係 

④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、こ
の保険契約において規定する解除、無効、失効または
取消の事由に該当する事実の有無 

⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内
容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権そ
の他の債権および既に取得したものの有無および内容
等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために
確認が必要な事項 

（*1）被保険者が第１条（保険金の請求）（２）の手続を完

了した日をいいます。 
(２) （１）に規定する確認をするため、下表の左欄の特別な照会

または調査が不可欠な場合には、（１）の規定にかかわらず、

当会社は、請求完了日からその日を含めて下表の右欄の日数
（*1）を経過する日までに、保険金を支払います。この場
合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を

終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。 

① 災害救助法が適用された災害の被災地域に
おける（１）の表の①から⑤までの事項の確
認のための調査 

60 日 

② （１）の表の①から④までの事項を確認する
ための、専門機関による鑑定等の結果の照会 

90 日 

③ （１）の表の①から④までの事項を確認する
ための、警察、検察、消防その他の公の機関
による捜査結果または調査結果の照会（*2） 

180 日 

（*1）複数に該当する場合は、そのうち最長の日数としま
す。 

（*2）弁護士法に基づく照会その他法令に基づく照会を含

みます。 
(３) （１）および（２）に規定する確認に際し、保険契約者また

は被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに

応じなかった場合（*1）には、これにより確認が遅延した
期間については、（１）または（２）の期間に算入しないも
のとします。 

（*1）必要な協力を行わなかった場合を含みます。 
(４) 当会社は、（１）または（２）に規定した保険金支払期日を

超えて保険金を支払う場合は、年利６％を日割り計算した遅

延利息を加えて、保険金を支払います。 
(５) 保険金の支払は、保険契約者または被保険者と当会社があら

かじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国

通貨をもって行うものとします。 
 
第３条 （保険金の支払を請求できる者が複数の場合の取扱い） 

(１) この保険契約について、保険金の支払を請求できる者が２名
以上である場合は、当会社は、代表者１名を定めることを求

めることができます。この場合において、代表者は他の保険
金の支払を請求できるものを代理するものとします。 

(２) （１）の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかで
ない場合には、保険金の支払を請求できる者の中の１名に対
して行う当会社の行為は、他の保険金の支払を請求できる者

に対しても効力を有するものとします。 
 
第４条 （指定代理請求人） 

(１) 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、
保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないとき
は、下表に規定する者のいずれかが保険金を請求することが

できます。この場合において、その事情を示す書類をもって
そのことを当会社に申し出て、当会社の承認を得るものとし
ます。 

① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者（*1） 

② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に
保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者
と同居または生計を共にする３親等内の親族 

③ ①および②に規定する者がいない場合または①および
②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場
合には、①以外の配偶者または②以外の３親等内の親
族 

（*1）法律上の配偶者に限ります。 

(２) （１）の規定による代理人からの保険金の請求に対して、当
会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受け
たとしても、当会社は、保険金を支払いません。 

 
 

第５節 保険契約の取消、無効、失効または解除 

第１条 （保険契約の取消） 

保険契約締結の際、保険契約者または被保険者に詐欺また
は強迫の行為があった場合は、当会社は、この保険契約を
取り消すことができます。この場合の取消しは、保険契約

者に対する書面による通知をもって行います。 
 
第２条 （保険契約の無効） 

保険契約締結の際、保険契約者が保険金を不法に取得する
目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもっ
ていた事実があった場合は、この保険契約は無効とします。 

 
第３条 （保険契約の失効） 

保険契約締結後、保険の対象の全部が滅失した場合は、そ

の事実が発生した時にこの保険契約は失効します。 
 
第４条 （告知義務違反による保険契約の解除） 

(１) 当会社は、第２章第１節第１条（告知義務）の告知の際に、
告知事項について、保険契約者または被保険者の故意または
重大な過失によって、下表のいずれかに該当する場合は、こ

の保険契約をもって解除することができます。この場合の解
除は、保険契約者に対する書面による通知をもって行います。 

① 保険契約者または被保険者が事実を告知しなかった場
合 

② 保険契約者または被保険者が事実と異なることを告知
した場合 

(２) （１）の規定は、下表のいずれかに該当する場合には適用し

ません。 

① （１）の事実がなくなった場合 

② 当会社が保険契約締結の際、（１）の事実を知っていた
場合、または過失によってこれを知らなかった場合
（*1） 

③ 保険契約者または被保険者が、当会社が保険金を支払
うべき事故が発生する前に、告知事項について、書面
等によって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを
承認した場合。なお、訂正の申出を受けた場合におい
ては、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者
がその訂正すべき事実を当会社に告知していたとして
も当会社が保険契約締結を承認していたと認められる
ときに限り、当会社は、これを承認するものとします。 



④ 当会社が（１）に規定する解除の原因があることを知
った時から１か月を経過した場合、または保険契約締
結の時から５年を経過した場合 

（*1）当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、
事実を告げることを妨げた場合または事実を告げな
いこともしくは事実と異なることを告げることを勧

めた場合を含みます。 
(３) （１）の規定による解除が、損害が発生した後になされた場

合であっても、当会社は、保険金を支払いません。この場合

において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、保
険金の返還を請求することができます。 

(４) （３）の規定は、（１）の事実に基づかずに発生した事故に

よる損害については適用しません。 
 
第５条 （通知義務違反による保険契約の解除） 

(１) 当会社は、第２章第１節第２条（通知義務）（１）の事実の
発生によって、告知事項について危険増加（*1）が生じた
場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重

大な過失によって遅滞なく第２章第１節第２条（１）に規定
する通知をしなかったときは、この保険契約を解除すること
ができます。この場合の解除は、保険契約者に対する書面に

よる通知をもって行います。 
（*1）損害の発生の可能性が高くなり、この保険契約で定

められている保険料がその危険を計算の基礎として

算出される保険料に不足する状態になることをいい
ます。 

(２) （１）の規定は、当会社が（１）の規定による解除の原因が

あることを知った時から１か月を経過した場合、または（１）
に規定する危険増加が生じた時から５年を経過した場合に
は適用しません。 

(３) （１）の規定による解除が、損害が生じた後になされた場合
であっても、当会社は、解除に係る危険増加が生じた時以降
に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。

この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会
社は、保険金の返還を請求することができます。 

(４) （３）の規定は、（１）に規定する危険増加をもたらした事

由に基づかずに発生した事故による損害については適用し
ません。 

(５) 当会社は、（１）に規定する危険増加が生じ、この保険契約

の引受範囲を超えることとなった場合は、この保険契約を解
除することができます。この場合の解除は、保険契約者に対
する書面による通知をもって行います。 

(６) （５）の規定による解除が、損害が生じた後になされた場合
であっても、当会社は、解除に係る危険増加が生じた時以降
に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。

この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会
社は、保険金の返還を請求することができます。 

 

第６条 （重大事由による保険契約の解除） 
（１）当会社は、下表のいずれかに該当する事由がある場合には、

この保険契約を解除することができます。この場合の解除

は、保険契約者に対する書面による通知をもって行います。 

① 保険契約者または被保険者（*1）が当会社にこの保険
契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損
害を生じさせたこと（*2） 

② この保険契約に基づく保険金の請求に関し、被保険者
（*3）に詐欺の行為があったこと（*2） 

③ 保険契約者が、次のいずれかに該当する場合 
ア. 反社会的勢力（*4）に該当すると認められるこ

と 
イ. 反社会的勢力（*4）に対して資金等を提供し、

または便宜を供与する等の関与をしていると認
められること 

ウ. 反社会的勢力（*4）を不当に利用していると認
められること 

エ. 法人である場合において、反社会的勢力（*4）
がその法人の経営を支配し、またはその法人の
経営に実質的に関与していると認められること 

オ. その他反社会的勢力（*4）と社会的に非難され
るべき関係を有していると認められること 

④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または
被保険者が、①から③の事由がある場合と同程度に当
会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契
約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと 

（*1）保険契約者または被保険者が法人である場合は、そ
の理事、取締役または法人の業務を執行するその他
の機関をいいます。 

（*2）未遂の場合を含みます。 
（*3）被保険者が法人である場合は、その理事、取締役ま

たは法人の業務を執行するその他の機関をいいます。 

（*4）暴力団、暴力団員（暴力団員でなくなった日から５
年を経過しない者を含みます。）、暴力団準構成員、
暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。 

（２）当会社は、被保険者が（１）③アからオまでのいずれかに
該当する場合には、この保険契約のうちその被保険者に係
る部分を、保険契約者に対する書面による通知をもって解

除することができます。 
（３）（１）または（２）の規定による解除が、損害が発生した後

になされた場合であっても、（１）①から④の事由または（２）

の解除原因となる事由が発生した時以降に生じた事故によ
る損害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。こ
の場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会

社は、保険金の返還を請求することができます。 
（４）保険契約者または被保険者が（１）③アからオまでのいず

れかに該当することにより（１）または（２）の規定によ

る解除がなされた場合には、（３）の規定は、（１）③アか
らオまでのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害に
ついては適用しません。 

 
第７条 （保険契約者による保険契約の解約） 
(１) 保険契約者は、当会社に対する書面等による通知をもって保

険契約を解約することができます。 
(２) （１）の規定による保険契約の解約は、将来に向かってのみ

その効力を生じます。 

 
第８条 （保険契約解除の効力） 

保険契約の解除は、解除した時から将来に向かってのみそ

の効力を生じます。 
 
 

第６節 保険料の返還、追加または変更 

第１条 （保険料の返還） 
(１) 第２章第５節第１条（保険契約の取消）に規定する保険契約

の取消しの場合は、当会社は、既に払い込まれた保険料は返

還しません。 
(２) 第２章第５節第２条（保険契約の無効）に規定する保険契約

の無効の場合は、保険料は返還しません。 

(３) 第２章第５節第３条（保険契約の失効）に規定する保険契約
の失効の場合は、当会社は、未経過期間に対し日割をもって
計算した未経過保険料を返還します。 

(４) 保険期間が１年を超える保険契約の無効または失効のとき
には、当会社がこれを知った日の属する契約年度に対する保
険料については、（２）および（３）の規定によることとし、

その後の年度に対する保険料については、当会社は、その全
額を返還します。 

(５) 第２章第５節第４条（告知義務違反による保険契約の解除）

から第６条（重大事由による保険契約の解除）までのいずれ
かの規定により、当会社が保険契約を解除したときは、当会
社は、領収した保険料から既経過期間に対し、別表に掲げる

解約係数によって計算した保険料を差し引いて、その残額を
返還します。 

(６) 第２章第５節第７条（保険契約者による保険契約の解約）の

規定により、保険契約者が保険契約を解約したときは、当会
社は、領収した保険料から既経過期間に対し、別表に掲げる
解約係数によって計算した保険料を差し引いて、その残額を

返還します。 
(７) 保険期間が１年を超える保険契約の解除または解約のとき

には、解除または解約のあった日の属する契約年度に対する

保険料については、（５）および（６）の規定によることと



し、その後の年度に対する保険料については、当会社は、そ
の全額を返還します。 

 
第２条 （保険料の返還または請求－告知・通知事項の承認の場

合） 

(１) 第２章第５節第４条（告知義務違反による保険契約の解除）
（２）③の承認をする場合において、保険料を変更する必要
があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料

との差額を返還または請求します。 
(２) 第２章第１節第２条（通知義務）の承認をする場合において、

保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更前の保

険料と変更後の保険料との差に基づき、未経過期間に対し日
割をもって計算した保険料を返還または請求します。 

(３) （１）または（２）による当会社の保険料の請求に対し、保

険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、当該保険料
領収前に生じた事故による損害に対しては、支払うべき保険
金の額から当該保険料に相当する額を差し引いて保険金を

支払うものとします。 
 
第３条 （保険料の返還－保険金額の調整の場合） 

(１) 第２章第１節第５条(保険金額の調整)（１）の規定により、
保険契約者がこの保険契約を取り消した場合には、当会社は、
保険契約締結時に遡って、取り消された部分に対応する保険

料を返還します。 
(２) 第２章第１節第５条(保険金額の調整)（２）の規定により、

保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、

既に払い込まれた保険料のうち、減額する保険金額に相当す
る保険料を、未経過期間について日割をもって計算し、これ
を返還します。 

 
第４条 （保険期間中の保険料の増額または保険金額の減額） 
(１) 当会社は、この保険における保険金の支払額がこの保険の計

算の基礎に特に著しい影響を及ぼすと認めたときには、当会
社の定めるところにより、保険期間中に保険料の増額または
保険金額の減額を行うことがあります。 

(２) （１）の規定により保険料の増額または保険金額の減額を行
うときには、保険契約者にすみやかにその旨を通知します。 

(３) （２）の通知を受けた保険契約者は、次のいずれかの方法を

指定することを要します。 

① 当会社の通知した内容で保険契約内容を変更する方法 

② 保険契約を解約する方法 

(４) （３）の指定がなされないまま変更日が到来したときは、保
険契約者より（３）①の方法が指定されたものとみなします。 

(５) （１）で保険料が増額となるときは、保険契約者は当会社の
定める日までに追加保険料を払い込まなければなりません。 

(６) 第２章第６節第４条（保険期間中の保険料の増額または保険

金額の減額）の規定により保険契約を解約するときには、当
会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返
還します。 

 
 

第７節 保険契約の更新 

第１条 （保険契約の更新） 

(１) 当会社は、保険期間満了日の２か月前までに、保険契約者に
対し更新契約の内容を通知するものとします。 

(２) 保険期間満了日の１か月前までに、保険契約者から更新しな

い旨の申し出がない場合または内容の変更の申し出がなか
った場合は、約定家賃額が適正であることを確認した上で、
（１）の更新契約の内容により保険契約を更新するものとし

ます。 
(３) 保険契約者は、更新保険料払込期日(*1)までに更新契約の保

険料を払い込まなければなりません。 

（*1）更新保険料払込期日は、更新前契約の保険期間満了
日とします。 

(４) 更新保険料払込期日までに更新契約の保険料の払込みがな

い場合には、保険契約者は更新契約の保険始期の属する月の
翌月末日までに更新契約の保険料を払い込まなければなり
ません。 

(５) 前項の期間内に更新契約の保険料が払い込まれない場合に
は、（２）の規定にかかわらず、保険契約は更新されなかっ

たものとします。 
(６) 更新契約の保険始期から更新契約の保険料が払い込まれる

までの期間に保険事故が発生した場合には、当会社は、未払

いの保険料が払い込まれたことを条件に保険金を支払いま
す。 

(７) 保険契約が更新され、更新契約の保険料が払い込まれた場合

には、当会社は保険契約更新証を発行・交付します。 
(８) （２）の保険契約の更新の場合には、新たに保険証券を発行

しないで、従前の保険証券と保険契約更新証とをもってこれ

に代えることができます。 
 
第２条 （更新契約に適用される制度、料率等） 

当会社が、制度、料率等（*1）を改定した場合には、更新
契約に対しては、更新契約の保険期間の初日における制度、
料率等が適用されるものとします。 

（*1）制度、料率等とは、普通保険約款、特約、保険契約
引受に関する制度、保険料率等をいいます。 

 

第３条 （更新時の保険料の増額または保険金額の減額等） 
(１) 当会社は、この保険における保険金の支払額（*1）がこの

保険の計算の基礎に影響を及ぼすと認めたときには、当会社

の定めるところにより、保険契約の更新時に保険料の増額ま
たは保険金額の減額を行うことがあります。 
（*1）すでに支払事由が発生した場合の見込み額を含みま

す。 
(２) （１）の規定により保険契約の更新時に保険料の増額または

保険金額の減額を行うときには、保険契約を更新しようとす

る保険契約者に対し保険期間の末日の２か月前までにその
旨を通知します。 

(３) 第２章第７節第１条（保険契約の更新）および（１）（２）

の規定にかかわらず、保険金の支払状況等によりこの保険が
不採算となり保険契約の引受が困難になったときには、保険
契約の更新を引き受けないことがあります。 

 
 

第８節 その他事項 

第１条 （保険責任の始期および終期） 

(１) 当会社の保険責任は、保険証券または保険契約更新証記載の
保険期間の初日の０時に始まり、末日の２４時に終わります。 

(２) （１）の規定にかかわらず、保険期間が開始した後でも、当

会社は保険料を領収する前に生じた事故による損害に対し
ては保険金を支払いません。ただし、更新契約については第
７節第１条（６）が適用され、本条項の限りではありません。 

 
第２条 （評価人および裁定人） 
(１) 損害の額の程度について、当会社と保険契約者、被保険者ま

たは保険金を受け取るべき者との間に争いが生じたときは、
その争いは当事者双方が書面によって選定する各 1 名ずつ
の評価人の判断にまかせます。もし、評価人の間で意見が一

致しないときは、双方の評価人が選定する 1 名の裁定人が
これを裁定します。 

(２) 当事者は、自己の選定した評価人の費用（*1）を各自負担

し、その他の費用（*2）については、半額ずつ負担します。 
（*1）報酬を含みます。 
（*2）裁定人に対する報酬を含みます。 

 
第３条 （代位） 
(１) 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他

債権（*1）を取得した場合において、当会社がその損害に
対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転し
ます。ただし、移転するのは下表の額を限度とします。 

①  当会社が損害の額の全部を保険金として支払った場合
は、被保険者が取得した債権の全額 

②  ①以外の場合は、被保険者が取得した債権の額から、
保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額 

（*1）共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の



求償権を含みます。 
(２) （１）の表の②の場合において、当会社に移転せずに被保険

者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優
先して弁済されるものとします。 

(３) 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する（１）およ

び（２）の債権の保全および行使ならびにそのために当会社
が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなり
ません。この場合において、当会社に協力するために必要な

費用は、当会社の負担とします。 
 
第４条 （破産） 

(１) 弊社が破産手続開始決定を受けた場合は、お客様は保険契約
を解除することができます。 

(２) お客様が（１）の規定による保険契約の解除をしなかった場

合は、この保険契約は、破産手続開始の決定の日から３カ月
を経過した日に失効します。 

 

第５条 （契約者配当） 
この保険契約に対しては、契約者配当金はありません。 

 

第６条 （時効） 
(１) 保険金を請求する権利は、第２章第４節第１条（保険金の請

求）（１）に規定する時の翌日から起算して３年を経過した

場合は、時効によって消滅します。 
(２) 保険料の返還を請求する権利は、事由が発生した時の翌日か

ら起算して３年を経過した場合は、時効によって消滅します。 

 
第７条 （用語の適用等） 
(１) この条項に規定されていない用語については、普通保険約款

の他の条項における規定を準用します。 
(２) この条項において保険契約の締結には、更新（*1）を含む

ものとします。 

（*1）更新とは、保険期間の末日においてこの保険契約に
適用されている普通保険約款および特約条項に基づ
き、同一の条件・期間での保険契約を引き続き締結

することをいいます。 
 
第８条 （訴訟の提起） 

この保険契約に関する訴訟については、日本国内における
裁判所に提起するものとします。 

 

第９条 （準拠法） 
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準
拠します。 

 
第１０条 （特定保険業者であった少額短期保険業者等に関する

経過措置の適用を受けるときの特則） 

(１) 保険業法等の一部を改正する法律（平成17年法律第38号）
附則第 16 条第 1 項により、特定保険業者であった少額短
期保険業者等に関する経過措置の適用を受けるときには、平

成 18 年 4 月 1 日から起算して 12 年を経過する日までに
保険責任（*1）を開始する保険契約に、本特則を付加して
締結します。 

（*1）保険契約上の責任をいいます。 
(２) （１）の規定により本特則を保険契約に付加したときには、

第１章第２条（保険金の合計支払限度額）および修理費用担

保特約第６条（保険金の合計支払限度額）の規定において
「1,000 万円」とあるのは、以下の通り読み替えて適用し
ます。 

新規契約の場合 3000 万円 

更新契約（※）の場合 5000 万円 

※ 更新契約：平成 25 年 3 月 31 日時点における保険契
約の保険契約者との間で締結する、当該保険契約と同一
の保険区分および被保険者に関する保険契約をいいま

す。 
 
 

 
 

修理費用担保特約 

用語の定義 

この特約条項において使用される用語の定義は、下表のとおりで
す。 

修理費用 
保険の対象である賃貸住宅を、損害発生直前の状態
に復旧するために必要な修理費用で、当会社が認め
る実費をいいます。 

 

第１条 （この特約の適用条件） 
この特約は、保険証券または保険契約更新証にこの特約を
適用することが記載されている場合に適用されます。 

 
第２条 （この特約の補償内容） 
(１) 当会社は、次の場合にその修理費用に対して、この特約およ

び普通保険約款の規定にしたがい、修理費用保険金を支払い
ます。ただし、敷金等による充当やその他の補てんがされた
金額については、これを差し引いて支払います。 

保険の対象の戸室内において居住者が死亡し、これにより
保険の対象に損害が生じた場合において、第３条に規定す
る被保険者が自己の費用で現実にこれを修理したとき 

(２) 当会社は、前項の修理費用保険金が支払われる場合において、

保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために要する
修理費用以外に臨時に発生する費用に対し、以下の通り臨時
費用保険金を支払います。 

死亡原因が犯罪被害である
場合 

1 回の事故につき 50 万円 

上記以外の場合 1 回の事故につき 20 万円 

 
第３条 （被保険者） 

この特約において被保険者とは、保険証券または保険契約

更新証の被保険者欄に記載された者をいいます。 
 
第４条 （保険金をお支払いしない場合） 

当会社は、下表のいずれかに該当する事由によって生じた
損害に対しては、修理費用保険金を支払いません。 

①  事故発生時において賃貸借契約が締結されていない戸
室で発生した事故 

②  保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人
（*1）の故意もしくは重大な過失または法令違反 

③  戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装
反乱その他これらに類似の事変または暴動 

④  地震もしくは噴火またはこれらによる津波 

⑤  次のいずれかに該当する事由 
(ア) 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染さ

れた物（*2）の放射性、爆発性その他有害な特
性の作用またはこれらの特性に起因する事故 

(イ) （ア）以外の放射線照射または放射能汚染 

（*1）保険契約者、被保険者が法人である場合は、その理
事、取締役または法人の業務を執行するその他の機

関をいいます。 
（*2）核燃料物質には使用済燃料を含みます。また、核燃

料物質によって汚染された物には、原子核分裂生成

物を含みます。 
 
第５条 （保険金の支払い対象となる修理費用の範囲） 

この特約条項において保険金の支払い対象となる修理費用
は、保険の対象を実際に修理した費用のうち、次の各号に
掲げるもの以外の費用とします。 

①  死亡事故発見時から６ヶ月を超えた後に被保険者が負
担した費用 

②  自然損耗または性質によるさび、カビまたは変質・瑕
疵による損害等、本特約の保険金支払事由以外を原因
とする損害の修理に要する費用 

 
第６条 （保険金の合計支払限度額） 

この保険契約の普通保険および本特約を含む付帯特約の規



定に基づき、当会社から一の被保険者に対して支払うべき
保険金の総額が1回の事故につき1,000万円を超えるとき

は、当会社は合計して 1,000 万円を限度として保険金を支
払います。 

 

第７条 （他の保険契約がある場合の保険金の支払額） 
この特約条項の規定によって保険金が支払われる損害に対
して、保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合に、

それぞれの保険契約について他の保険契約等がないものと
して算出した支払責任額の合計額が損害の額を超えるとき
は、当会社は、下表に定める金額を保険金として支払いま

す。 

①  他の保険契約等から保険金
が支払われていない場合 

この保険契約の支払責任額 

②  他の保険契約等から保険
金が支払われた場合 

損失の額から、他の保険契約
等から支払われた保険金の
合計額を差し引いた残額。た
だし、この保険契約の支払責
任額を限度とします。 

 
第８条 （この特約条項が付帯された保険契約との関係） 

(１) この特約条項が付帯された保険契約が無効のときは、この特
約もまた無効とします。 

(２) この特約条項が付帯された保険契約が保険期間の中途で終

了したときは、この特約も同時に終了します。 
 
第９条 （準用規定） 

この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に
反しないかぎり、この特約が付帯される普通保険約款に適
用される基本条項の規定を準用します。 

 
 
 

 

口座振替に関する特約 

 
第１条 （適用条件） 

この特約は、保険契約（更新契約を含みます。）締結の際に、
保険契約者が保険料を口座振替により払い込むことを当会
社に申し出た場合で、次に定める全ての条件を満たしてい

るときに適用されるものとします。 
① 保険契約締結の際、指定口座が提携金融機関に設定され

ていること。 

② 当会社が定める口座振替依頼手続が、保険契約の始期日
までになされていること。 

 

第２条 （保険料の払込方法） 
(１) この特約により保険契約者は、払込期日に、指定口座から

当会社の指定口座へ振り替えることによって保険料を払い

込むものとします。 
(２) 保険契約者は、払込期日の前日までに保険料相当額を指定

口座に預け入れておかなければなりません。 

(３) 払込期日に保険料の払込みが無い場合は、保険契約者は、
当会社が指定する期日までに、当会社が指定する方法によ
り保険料を払い込まなければなりません。 

(４) 保険契約者が払込期日の属する月の翌月末日までに保険料
を払い込んだ場合は、普通保険約款第２章第８節第１条(２)
の規定は適用しません。 

(５) 払込期日の属する月の翌月末日までに保険料が払い込まれ
なかったことについて、保険契約者に故意および重大な過
失がなかったと当会社が認める場合には、(４)及び第５条に

おける「払込期日の属する月の翌月末日」を「払込期日の
属する月の翌々月末日」と読み替えて適用するものとしま
す。 

 
第３条 （保険料領収証の交付） 

当会社は、保険契約者から本特約に基づき保険料を受領し

た場合には、保険契約者から別途請求があった場合を除き、

当会社所定の領収証を交付しません。 
 

第４条 （保険料払込前の保険金支払） 
保険料が払い込まれる前に発生した事故について、この保
険契約に基づき当会社が保険金を支払う場合には、その支

払を受ける前に、保険契約者は未払込保険料を当会社に払
い込まなければなりません。 

 

第５条 （保険料不払の場合） 
払込期日の属する月の翌月末日までに保険料の払込が無い
場合には、この保険契約は始期日に遡って成立しなかった

ものとみなします。 
 
第６条 （準用規定） 

この特約条項に規定しない事項については、この特約の趣
旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付帯され
た他の特約の規定を準用します。 

 
 
  



（別表）解約係数表 

既経過月数（*1） 解約係数 

1 か月 0.68 

2 か月 0.71 

3 か月 0.74 

4 か月 0.77 

5 か月 0.80 

6 か月 0.82 

7 か月 0.85 

8 か月 0.88 

9 か月 0.91 

10 か月 0.94 

11 か月 0.97 

1 年 1.00 

（*1）1 か月に満たない期間は 1 か月とします。 


